
釈
文
の
訂
正
と
追
加

（五
）

あ

っ

た
　
め

福
島
・荒
田
目
条
里
遺
跡

（第
一七
号
）

１
　
所
在
地

福
島
県
い
わ
き
市
平
菅
波
字
礼
堂

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
三
年

（平
５
）
三
月
―
七
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
働
い
わ
き
市
教
育
文
化
事
業
団

４
　
調
査
担
当
者
　
吉
田
生
哉

・
矢
島
敬
之

５
　
遺
跡
の
種
類
　
河
川
跡

・
祭
祀
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
五
世
紀
中
葉
―

一
七
世
紀

７
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

荒
田
目
条
里
遺
跡
は
、
市
街
地
の
東
方
約
四
ｋｍ
、
夏
井
川
下
流
の
右
岸
に
位

置
す
る
。
本
遺
跡
か
ら
、
東
方
約
三
血
に
は
太
平
洋
が
、
南
東
約

一
・
五
ｋｍ
に

は
磐
城
郡
衛
に
比
定
さ
れ
て
い
る
根
岸
遺
跡
が
あ
る
。

工
場
造
成
に
伴
う
発
掘
調
査
で
、
古
墳
時
代
前
期
の
竪
穴
住
居
跡

一
棟

・
古

代
の
河
川
を
含
む
溝
跡
九
条

・
古
代
か
ら
近
世
に
比
定
さ
れ
る
土
坑

一
人
基
を

検
出
し
た
。
遺
物
の
大
半
は
、
調
査
範
囲
の
北
側
で
東
流
す
る
第
三
号
溝
跡
か

ら
出
土
し
た
。

第
三
号
溝
跡
は
、
北
岸
が
調
査
区
域
外
に
及
び
、
そ
の
規
模
は
確
定
で
き
な

い
が
、
幅
五

・
○
―

一
〇

・
Ｏ
ｍ
前
後
、
深
さ

一
・
〇
―

一
・
五
ｍ
前
後
で
、

時
期
に
よ
っ
て
位
置
を
変
え
な
が
ら
蛇
行
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
他
の
遺

構
と
の
関
係
や
河
川
内
の
出
土
遺
物
か
ら
、
こ
の
溝
跡
は
、
五
世
紀
中
棄
―

一

二
世
紀
前
葉
に
機
能
し
て
い
た
が
、
泥
土
の
堆
積
に
よ
っ
て
章
原
状
態
と
な
り
、

一
七
世
紀
に
埋
没
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
号
溝
跡
の
遺
物
は
、
平
安
時
代
の
も
の
が
中
心
で
、
木
簡
三
四
点
、
人
面

墨
書
土
器

・
墨
書
土
器
二
人
七
点
、
土
器
、
土
馬
、
碧
玉
製
管
玉
、
紡
錘
車
、

刀
子
、
素
環
鏡
板
付
轡
、
絵
馬
四
点
、
人
形

・
馬
形

・
刀
形

・
弓
形
、
下
駄
、

櫛
、
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
な
ど
の
植
物
遺
体

・
馬
な
ど
の
動
物
遺
体

。
人
骨
と
思
わ
れ

る
骨
片
な
ど
が
出
土
し
た
。

木
簡
お
よ
び
遺
構

・
遺
物
の
概
略
は
、
本
誌
第

一
七
号
で
報
告
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
に
、
刊
行
さ
れ
た
報
告
書
に
釈
文
の
訂
正
箇
所
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た

の
で
、
報
告
書
に
基
づ
い
て
記
述
す
る
。
な
お
、
成
稿
に
あ
た
り
、
吉
田
生
哉

氏
の
ご
教
示
を
得
た
。



釈文の訂正と追加

「郡
符

、
里
刀
丸

、手
古
丸

、黒
成

、宮
沢

、安
継
家

、貞
馬

、
天
地

、
子
福
積

、奥
成

、得
内

、宮
公

、吉
惟

、勝
法

、国
隠

、百
済
部
於
用
丸

、真
人
九

、奥
九

、福
九

、穂
日
九

、勝
野

、勝
宗

、貞
継

、浄
人
部
お
日
丸

、浄
野

、舎
人
九

、佐
里
丸

、浄
継

、子
浄
継

、丸
子
部
福
継

『不
」
足
小
家

、壬
部
福
成
女

、於
保
五
百
継

、子
愧
本
家

、太
青
女

、真
名
足

『不
』
子
於
足
　
　
『合
汁
四
人
』

右
田
人
為
以
今
月
三
日
上
面
職
田
令
殖
可
尼
発
如
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

回
旦
力
〕

大
領
終
保
臣

奉
宣
別
為
如
任
件

以
五
月

一
日

「
＜
返
抄
検
納
公
癖
米
陸
ォ
証
醐
劃
研
・汁
七
石
丈
部
子
福
〔剛
紀

右
件
米
検
納
如
件
別
返
抄

「
＜
　
　
　
　
　
仁
壽
三
年
十
月
□
日
米
長
同
国

『於
保
臣
雄
公
□
』
（中
⇔
∞
）×
∞
∞
×
岸
ｏ
　
ｏ
∞
∞
　
岸
『
（∞
▼
弟
〓
亘
●

＜
□
□
□
請
給
□
□

＜
　
　
□
四
半

含
馘
）×
誤
×
⇔
　
ｏ
∞
ｏ
　
Ｐ
尺
じ
第
四
号

「謹
言
上
請
借
計
矢
十
五
□

「　
　
　
　
□
　
日
日
死
月
五
日
□Ｓ
‘
）×
∞
『
×
∞
　
寓
Φ
　
滓尺
じ
第
五
号

〔事
力
〕

。
　

□
買
上
替
馬
□

赤
毛
牝
馬
鯨
翔
　
直
六
百

・
宣
∩
日
日
日
回
斗
　
□

一立
エハ
ロ
【　
　
　
　
　
（ｇ
ｅ
×
∞∞
×
∞

・
五
疋
令
肋
日
国
　
　
　
　
　
　
（じ
る
反
ω

。
日
日
‐‐
Ｈ
日
幽
立
申
由
日
日
日
日
日
日
□

ｌ

！

」

。

ｉ

ｌ

［日日日日日日日日日日日日日
　日日日日日日日日日日日日日］」　　（］ωω）×（卜〇
〉〈伽

「□□　蚊襴麟胴　　　　蚊綿繋醜

壬
生
部
虫
万
呂
　
　
丈
部
□
（Ｐら
ヽ
）×
∞
伽
×
∞

(8) (7)(6)

」

伽罵
×
Ｓ
×
⇔　
Ｐ
Ｐ　
喝
（じ
第
二
号

Ｐ尺
ｅ
第
六
号

Ｐ尺
じ
第
七
号

Ｐ
Φ
　
Ｐ尺
じ
第
八
号

露
Φ
　
Ｐ尺
∪
第
九
号
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lle   llっ lla   llll

【遍
ノ
意
力
〕

□
□
二
こ
　
千
手

一
こ

は
辮〆
廿
遍
　
浄
土
阿
弥

大
仏
頂
四
返
　
千
手
懺
海
過

定
□
　
俗
名
丈
部
裳
吉

〔総
力
〕
【百
力
〕

『□

経

□

日
日

日
理
（Ｐ』
∞
）×
卜
囀
×
］
　
ｏ
∞
Ｐ

〔
温

女
力
〕

「
＜
□
□
五
斗
」

「
＜

　

日
□
」
　

　

　

　

］ｏ巽
Ｐ叉
伽
ｏ認

「厩
伝
子
丈
部
」
　
　
　
　
　
（解∪
る
要
∞
儲
Ｐ

「
＜
千
万
九
斗
」

「
／＼［日日日日
山田日日］」　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ∞］）×
］］
〉〈卜
　
〇∞∞

「白
稲
五
斗
　
五
月
日
日

Ｈ
回

「　
　
　
　
　
　
　
国Ｈ
日日日‐‐
　
‐‐Ｈ
日日‐‐］
　
　
ａ
ｏω）ｘ
Ｎ∞
×
∞
　
ｏ∞〕

「
＜
女
和
早
四
斗
」
　

　

　

（ＰＳ
溢
長
卜
寓
∞

「
＜
地
蔵
子

一
斜
　
　
　
」

「
＜

五

月

十

三

日

門

戸

介

」

含
ｇ

溢

深

∞

８
∞

員

さ

第
二

号

釈
文
の
訂
正
が
見
ら
れ
る
の
は
、
上
記
の
二
二
点
で
あ
る
。

以
下
、
報
告
書
の
解
説
を
抄
録
す
る
。

ω
の

「屈
」
は

「一尼
」
に
通
じ
、
田
植
え
の
労
働
力
が
雇
役
に
よ
る
こ
と
を

示
す
か
。
②
は
記
載
内
容
、
付
札
の
形
状
の
返
抄
木
簡
で
あ
る
こ
と
、
郡
司
の

署
名
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
磐
城
郡
か
ら
国
府
に
追
上
し
た
米
三
七
斜
六
斗

に
付
け
ら
れ
た
付
札
で
、
そ
の
内
公
癖
米
と
し
て
収
納
さ
れ
た
六
升
に
対
す
る

く
含
ｅ
第

一
〇
号

Ｐ尺
Ｐじ
第

〓
一号

Ｐ尺
“
）第

三
二
号

喝
含
じ
第

一
四
号

Ｐ
ズ
く
）第

一
七
号

岸
ぺ
冨
）

第

一
八
号

⑬
　
。
「
＜
　
鬼
□
□
□

〔於
力
〕

。
「
＜

五

月

十

七

日

　

□

　

　

（Ｓ

溢

契

∞

儲

Φ

〔
石
力
〕

側
　
・
ｏ
日
回
□
□
子
□

・
ｏ
月
十
二
日
記
　
　
　
　
（ドじ
る
要
卜
儲
Ｐ

ω
　
・
「
＜
丈
マ
有
安
追
料
」

Ｌ

＜

日

日
　

‐ ‐
□

十

月

」

　

　

Ｐ
Ｎ
叉

］
授

の

ｏ
器

〔
即
力
〕

⑬

　

□
正
観
□
□
□
　
　
　
（μｇ
憂
５
入
じ

冨
μ

の

　

「我
　
　
五
口
　
　
　
　
　
（Ｐじ
る
要
『
ｏ自

伽

　

下
丈
マ
日
Ｈ
回
　
　
　
　
　
Ｐ『撰
μ癸
的
９
牌

②
　
・
「□
慣
　
　
」

名

□

□

口

□

」
　

　

　

　

　

　

Ｐ
卜
授

圏

溢

ｏ
Ｆ

Ｐズ
‘
）

第

一
九
号

喝
（艦
）

第
一
〓
一号

く
（溶
）

第
二
〇
号

馬
（鶴
）

第
二

二
号

喝
（］
卜
）

第
二
四
号

零
（誤
）

第
一
一六
号

＜
（埓
）

第
二
七
号



釈文の訂正と追加

返
抄
文
言
が
記
さ
れ
て
郡
に
戻
り
、
郡
司
の
署
名
が
裏
面
に
記
さ
れ
た
と
想
定

さ
れ
る
。
裏
面
の

「お
保
臣
雄
公
」
は
、
『続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年

（八
四

〇
）
三
月

一
二
日

（戊
子
）
条

・
同

一
〇
年

一
一
月

一
五
日

（己
亥
）
条

・
同

一

一
年
正
月
八
日

（辛
卯
）
条
に
見
え
る
磐
城
郡
大
領

「磐
城
臣
雄
公
」
と
同

一

人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
働
は
馬
の
買
い
替
え
の
記
録
簡
。
「験
元
」
と
身
体
的

特
徴
が
な
い
こ
と
を
表
す
。
「歳
四
」
は
、
交
尾
可
能
な
年
齢
の
牝
馬

（厩
牧

令
牧
牝
馬
条
）
と
、
「六
百
東
」
は
陸
奥
国
の
駅
馬

（上
馬
）
の
価
格

（『延
喜

式
』
主
税
上
）
と
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
①
は
僧
名
と
俗
名
、
経
典
名
と
経
典

の
読
経
回
数
を
記
す
。
優
婆
塞
貢
進
文
に
似
る
が
、
僧
名
を
記
す
点
が
異
な
り

沙
弥
な
ど
の
修
行
に
関
す
る
メ
モ
的
な
記
録
簡
で
あ
ろ
う
。
⑪
は
磐
城
郡
家
に

附
属
す
る
厩
に

「丈
部
某
」
と
い
う

「伝
子
」
が
所
属
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ

せ
る
。
⑬
ｌ
∪
は
稲
の
品
種
を
記
す
木
簡
で
、
⑬
は

「し
ろ
い
ね
」
「し
ろ
し

ね
」
、
⑭
は

「わ
さ
」
（早
稲
の
品
種
）、
⑮
は

「ち
く
ら
こ
」
と
訓
読
さ
れ
る
。

⑭
ｕ
は
形
状

・
記
載
様
式

・
数
量
な
ど
か
ら
、
⑬
ｌ
⑮
と
同
種
の
木
簡
と
推
定

さ
れ
る
が
、
本
遺
跡
で
は
、
他
に
も
同
種
の
木
簡
が
二
点
出
土
し
て
い
る

（本

誌
第

一
七
号
⑮
⑬
）。
∽
⑩
裏
面
の
日
付
は
、
貢
進
日
で
は
な
く
、
播
種
日
と
考

え
ら
れ
る
。
①
は
追
加
分
の
納
入
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

８
　
関
係
文
献

い
わ
き
市
教
育
委
員
会

『荒
田
目
条
里
遺
跡
』
全
一〇
〇
一
年
）

（岩
宮
隆
司

（大
阪
市
立
大
学
し

い

い

づ

か

大
分
・飯
塚
遺
跡

弁
≡
写
）

１
　
所
在
地
　
　
　
大
分
県
東
国
東
郡
国
東
町
大
字
鶴
川
宇
キ
リ
ウ

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
九
年

（平
Ｈ
）

一
月
―
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
国
東
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
永ヽ
松
み
ゆ
き

・
藤
本
啓
二

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落

。
泥
湿
地
包
含
層

６
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀
後
半
―

一
〇
世
紀

７
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

本
誌
第
二
二
号
で
報
告
し
た
段
階
で
は
、
本
遺
跡
は
汀
に
立
地
し
、
九
世
紀

頃
に
農
業
経
営
に
加
え
木
製
品

。
金
属
製
品
の
製
作
を
も
行
な
う
と
い
う
多
角

的
経
営
の
拠
点
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
寺
院

。
貴
族
な
ど
に
よ
る
荘
園
経
営
な

の
か
、
在
地
有
力
者
に
よ
る
経
営
な
の
か
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
出
土
遺
物
の
整
理
を
進
め
る
中
で
、
次
の
五
点
が
新
た
に
見
つ
か

っ
た
。
木
簡
の
総
点
数
は
五
五
点
と
な
る
。
遺
跡
の
性
格
に
大
き
く
関
わ
る
材

料
と
な
る
の
で
、
以
下
、
誌
面
を
か
り
て
補
論
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

い

　

□
寺
米
日
記
井
上
返
抄
国
解
□〔健
力
〕

□
人
　
上
返
抄
者
郡
大
□
□
×
　

　

　

（Ｐも
益
受
∞
寓
牌




